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水
産
資
源
保
護
法
及
び
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○

水
産
資
源
保
護
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
三
百
十
三
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
二
章

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
一
節

（
略
）

第
一
節
の
二

水
産
動
物
の
輸
入
防
疫
（
第
十
三
条
の
二
―
第
十
三
条
の
五
）

第
一
節
の
二

水
産
動
物
の
種
苗
の
輸
入
防
疫
（
第
十
三
条
の
二
）

第
二
節
～
第
四
節

（
略
）

第
二
節
～
第
四
節

（
略
）

第
三
章
～
第
六
章

（
略
）

第
三
章
～
第
六
章

（
略
）

附
則

附
則

第
一
節
の
二

水
産
動
物
の
輸
入
防
疫

第
一
節
の
二

水
産
動
物
の
種
苗
の
輸
入
防
疫

（
輸
入
の
許
可
）

（
輸
入
の
許
可
）

第
十
三
条
の
二

輸
入
防
疫
対
象
疾
病
（
持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
（
平
成
十
一
年
法

第
十
三
条
の
二

増
殖
又
は
養
殖
の
用
に
供
す
る
水
産
動
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
疾
病
に
該
当
す
る
水
産
動
物
の

「
水
産
動
物
の
種
苗
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
及
び

伝
染
性
疾
病
そ
の
他
の
水
産
動
物
の
伝
染
性
疾
病
で
あ
つ
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め

そ
の
容
器
包
装
（
当
該
容
器
包
装
に
入
れ
ら
れ
、
又
は
当
該
容
器
包
装
で
包
ま
れ
た

る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
か
か
る
お
そ
れ
の
あ
る
水
産
動
物
で
あ
つ
て
農

物
で
あ
つ
て
当
該
水
産
動
物
の
種
苗
で
な
い
も
の
を
含
む
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ

林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
及
び
そ
の
容
器
包
装
（
当
該
容
器
包
装
に
入
れ
ら
れ
、

。
）
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

又
は
当
該
容
器
包
装
で
包
ま
れ
た
物
で
あ
つ
て
当
該
水
産
動
物
で
な
い
も
の
を
含
む

な
い
。

。
以
下
同
じ
。
）
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
大
臣
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

２

前
項
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
水
産
動
物
の
種
類
及
び
数
量
、
原
産
地
、
輸
入
の
時
期
及
び
場
所
そ
の
他

り
、
当
該
水
産
動
物
の
種
苗
の
種
類
及
び
数
量
、
原
産
地
、
輸
入
の
時
期
及
び
場
所
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農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
輸
出
国
の
政
府
機
関
に
よ

そ
の
他
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
、
輸
出
国
の
政
府
機

り
発
行
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
検
査
の
結
果
当
該
水
産
動
物
が
輸
入
防
疫
対
象
疾
病
に

関
に
よ
り
発
行
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
検
査
の
結
果
当
該
水
産
動
物
の
種
苗
が
水
産
動

か
か
つ
て
い
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
確
か
め
、
又
は
信
ず
る
旨
を
記
載
し
た
検
査

物
の
種
苗
の
伝
染
性
疾
病
（
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
か
か
つ

証
明
書
又
は
そ
の
写
し
を
添
え
て
、
こ
れ
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

て
い
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
を
確
か
め
、
又
は
信
ず
る
旨
を
記
載
し
た
検
査
証
明
書

ら
な
い
。

又
は
そ
の
写
し
を
添
え
て
、
こ
れ
を
農
林
水
産
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申

３

農
林
水
産
大
臣
は
、
第
一
項
の
許
可
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
申

請
に
係
る
水
産
動
物
及
び
そ
の
容
器
包
装
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

請
に
係
る
水
産
動
物
の
種
苗
及
び
そ
の
容
器
包
装
が
前
項
の
検
査
証
明
書
又
は
そ
の

き
は
、
同
項
の
許
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

写
し
に
よ
り
水
産
動
物
の
種
苗
の
伝
染
性
疾
病
の
病
原
体
を
広
げ
る
お
そ
れ
が
な
い

と
認
め
る
と
き
は
、
第
一
項
の
許
可
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
項
の
検
査
証
明
書
又
は
そ
の
写
し
に
よ
り
輸
入
防
疫
対
象
疾
病
の
病
原
体
を

広
げ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
係
る
措
置
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
輸

入
防
疫
対
象
疾
病
の
病
原
体
を
広
げ
る
お
そ
れ
が
な
く
な
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
許
可
に
当
た
つ
て
の
命
令
等
）

第
十
三
条
の
三

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
に
係
る
水
産
動
物

及
び
そ
の
容
器
包
装
が
、
輸
出
国
の
事
情
そ
の
他
の
事
情
か
ら
み
て
、
同
条
第
二
項

の
検
査
証
明
書
又
は
そ
の
写
し
の
み
に
よ
つ
て
は
輸
入
防
疫
対
象
疾
病
の
病
原
体
を

広
げ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
許
可
を
す
る

に
当
た
り
、
そ
の
申
請
を
し
た
者
に
対
し
、
輸
入
防
疫
対
象
疾
病
の
潜
伏
期
間
を
考

慮
し
て
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
期
間
当
該
水
産
動
物
及
び
そ
の
容
器
包
装
を
農
林

水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
管
理
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
受
け
た
者
は
、
同
項
の
期
間
内
に
当
該
水
産
動
物
が

輸
入
防
疫
対
象
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
か
か
つ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
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た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣
の
行
う
検

査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
検
査
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
の
通
知
を
受
け
る
ま
で
の
間

は
、
当
該
水
産
動
物
及
び
そ
の
容
器
包
装
を
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方

法
に
よ
り
管
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
焼
却
等
の
命
令
）

第
十
三
条
の
四

農
林
水
産
大
臣
は
、
前
条
第
二
項
の
検
査
の
結
果
、
第
十
三
条
の
二

第
一
項
の
許
可
の
申
請
に
係
る
水
産
動
物
が
輸
入
防
疫
対
象
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
水
産
動
物
又
は
そ
の
容
器
包
装
を
所
有
し
、
又
は
管

理
す
る
者
に
対
し
、
当
該
水
産
動
物
又
は
そ
の
容
器
包
装
、
い
け
す
そ
の
他
輸
入
防

疫
対
象
疾
病
の
病
原
体
が
付
着
し
、
若
し
く
は
付
着
し
て
い
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
品

の
焼
却
、
埋
却
、
消
毒
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で

き
る
。

（
報
告
及
び
立
入
検
査
）

第
十
三
条
の
五

農
林
水
産
大
臣
は
、
こ
の
節
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い

て
、
水
産
動
物
及
び
そ
の
容
器
包
装
を
輸
入
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
輸
入
し
た
者
そ

の
他
の
関
係
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
輸
入
に
関
し
必
要
な
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の

職
員
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
事
業
場
、
事
務
所
若
し
く
は
水
産
動
物
の
管
理
に
係
る
施

設
に
立
ち
入
り
、
水
産
動
物
、
容
器
包
装
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携

帯
し
、
関
係
者
に
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た

も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。
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（
工
事
の
制
限
等
）

（
工
事
の
制
限
等
）

第
十
八
条

保
護
水
面
の
区
域
（
河
川
、
指
定
土
地
又
は
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

第
十
八
条

保
護
水
面
の
区
域
（
河
川
、
指
定
土
地
又
は
港
湾
法
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
（
港
湾
区
域
の
定
義
）
に
規
定
す
る
港
湾
区
域

律
第
二
百
十
八
号
）
第
二
条
第
三
項
（
港
湾
区
域
の
定
義
）
に
規
定
す
る
港
湾
区
域

若
し
く
は
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
（
港
湾
区
域
の
定
め
の
な
い
港
湾
）
に
規
定
す

若
し
く
は
同
法
第
五
十
六
条
第
一
項
（
港
湾
区
域
の
定
の
な
い
港
湾
）
に
規
定
す
る

る
水
域
（
第
五
項
に
お
い
て
「
港
湾
区
域
」
と
総
称
す
る
。
）
に
係
る
部
分
を
除
く

水
域
（
以
下
第
四
項
に
お
い
て
「
港
湾
区
域
」
と
総
称
す
る
。
）
に
係
る
部
分
を
除

、
、
、
、
、

。
）
内
に
お
い
て
、
埋
立
て
若
し
く
は
し
ゆ
ん
せ
つ
の
工
事
又
は
水
路
、
河
川
の
流

く
。
）
内
に
お
い
て
、
埋
立
若
し
く
は
し
ゆ
ん
せ
つ
の
工
事
又
は
水
路
、
河
川
の
流

量
若
し
く
は
水
位
の
変
更
を
来
す
工
事
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
の
定
め
る
と

量
若
し
く
は
水
位
の
変
更
を
き
た
す
工
事
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
政
令
の
定
め
る

こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
保
護
水
面
を
管
理
す
る
都
道
府
県
知
事
又
は
農
林
水
産
大
臣
の

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
保
護
水
面
を
管
理
す
る
都
道
府
県
知
事
又
は
農
林
水
産
大
臣

許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～
６

（
略
）

２
～
６

（
略
）

第
三
十
七
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五

第
三
十
七
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
、
五
十
万
円
以

十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

下
の
罰
金
、
拘
留
又
は
科
料
に
処
す
る
。

一

第
十
三
条
の
三
第
一
項
、
第
十
三
条
の
四
又
は
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

二

第
十
三
条
の
三
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
又
は
第
二
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し

た
者

三
・
四

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

四

第
二
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
三
十
八
条

第
三
十
六
条
又
は
前
条
第
二
号
（
第
二
十
五
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。

第
三
十
八
条

第
三
十
六
条
又
は
前
条
第
四
号
の
場
合
に
お
い
て
、
犯
人
が
所
有
し
、

）
の
場
合
に
お
い
て
、
犯
人
が
所
有
し
、
又
は
所
持
す
る
漁
獲
物
、
漁
船
又
は
漁
具

又
は
所
持
す
る
漁
獲
物
、
漁
船
又
は
漁
具
そ
の
他
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
用
に
供
さ

そ
の
他
水
産
動
植
物
の
採
捕
の
用
に
供
さ
れ
る
物
は
、
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

れ
る
物
は
、
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
犯
人
が
所
有
し
て
い
た
こ
れ
ら

た
だ
し
、
犯
人
が
所
有
し
て
い
た
こ
れ
ら
の
物
件
の
全
部
又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ

の
物
件
の
全
部
又
は
一
部
を
没
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
価
額
を
追

と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
価
額
を
追
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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第
四
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
三
十

第
四
十
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
六
月
以
下
の
懲
役
、
十
万
円
以
下
の

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

罰
金
、
拘
留
又
は
科
料
に
処
す
る
。

一

第
十
三
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者

二
・
三

（
略
）

一
・
二

（
略
）

四

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

三

第
三
十
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者
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○

持
続
的
養
殖
生
産
確
保
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
五
十
一
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
特
定
疾
病
に
つ
い
て
の
届
出
義
務
）

第
七
条
の
二

養
殖
業
を
行
う
者
又
は
こ
れ
に
従
事
す
る
者
は
、
そ
の
所
有
又
は
管
理

に
係
る
養
殖
水
産
動
植
物
が
特
定
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
か
か
っ
て
い
る
疑
い
が
あ

る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
遅
滞
な
く

、
当
該
養
殖
水
産
動
植
物
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
け
た
都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
届
出
を
し
た
者
に

対
し
、
当
該
養
殖
水
産
動
植
物
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
行
う
検
査
を
受
け
る
べ

き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

都
道
府
県
知
事
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
養
殖
水
産
動
植
物
が
か

か
り
、
又
は
か
か
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
疾
病
が
特
定
疾
病
で
あ
る
と
認
め
る
と
き

そ
の
他
特
定
疾
病
が
発
生
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続

に
従
い
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
報
告
す
る
と
と
も
に
、
関
係
都

道
府
県
知
事
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
養
殖
水
産
動
植
物
の
移
動
制
限
等
）

（
特
定
疾
病
の
ま
ん
延
の
防
止
）

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
疾
病
が
ま
ん
延
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と

第
八
条

都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
疾
病
が
ま
ん
延
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

き
は
、
そ
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
命
令
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

特
定
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
か
か
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
養
殖
水
産
動
植
物
を

二

特
定
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
か
か
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
養
殖
水
産
動
植
物
を

所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
に
対
し
、
当
該
養
殖
水
産
動
植
物
の
焼
却
、
埋
却
そ

所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
に
対
し
、
当
該
養
殖
水
産
動
植
物
の
焼
却
又
は
埋
却

の
他
特
定
疾
病
の
病
原
体
の
感
染
性
を
失
わ
せ
る
方
法
に
よ
る
処
分
を
命
ず
る
こ

を
命
ず
る
こ
と
。
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と
。

三

特
定
疾
病
に
か
か
る
お
そ
れ
の
あ
る
養
殖
水
産
動
植
物
（
都
道
府
県
知
事
が
指

定
す
る
区
域
内
に
所
在
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
に

対
し
、
当
該
養
殖
水
産
動
植
物
の
移
動
を
制
限
し
、
又
は
禁
止
す
る
こ
と
。

四

（
略
）

三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
損
失
の
補
償
）

（
損
失
の
補
償
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

５

前
項
の
訴
え
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
（
漁
業
法
第
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

５

前
項
の
訴
え
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
（
漁
業
法
第
百
三
十
六
条
の
規
定
に
よ
り

農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
都
道
府
県
知
事
の
権
限
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
。
第

農
林
水
産
大
臣
が
自
ら
都
道
府
県
知
事
の
権
限
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
国
。
以

十
三
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
被
告
と
す
る
。

下
同
じ
。
）
を
被
告
と
す
る
。

（
検
査
、
注
射
、
薬
浴
又
は
投
薬
）

第
九
条
の
二

都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
疾
病
の
ま
ん
延
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
養
殖
水
産
動
植
物
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
に
対
し
、
養
殖
水
産

動
植
物
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
行
う
検
査
、
注
射
、
薬
浴
又
は
投
薬
を
受
け
る

べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

第
八
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
証
明
書
の
交
付
）

第
九
条
の
三

都
道
府
県
知
事
は
、
第
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
又
は
前

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
、
注
射
、
薬
浴
若
し
く
は
投
薬
を
受
け
た
養
殖
水
産

動
植
物
を
所
有
し
、
又
は
管
理
す
る
者
か
ら
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
農
林
水
産
省

令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
検
査
、
注
射
、
薬
浴
又
は
投
薬
を
行
っ
た
旨
の
証
明

書
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
新
疾
病
の
発
生
の
届
出
）

（
特
定
疾
病
等
の
発
生
の
届
出
）

第
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
新
疾
病
（
既
に
知
ら
れ
て
い
る
伝
染
性
疾
病
と
そ
の

第
十
二
条

都
道
府
県
知
事
は
、
特
定
疾
病
又
は
新
疾
病
（
既
に
知
ら
れ
て
い
る
伝
染

病
状
が
明
ら
か
に
異
な
る
養
殖
水
産
動
植
物
の
疾
病
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
発

性
疾
病
と
そ
の
病
状
が
明
ら
か
に
異
な
る
養
殖
水
産
動
植
物
の
疾
病
を
い
う
。
以
下

生
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い
、
そ
の
旨
を
農

同
じ
。
）
が
発
生
し
た
と
認
め
る
と
き
は
、
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
手
続
に
従
い

林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
そ
の
旨
を
農
林
水
産
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
魚
類
防
疫
員
及
び
魚
類
防
疫
協
力
員
）

（
魚
類
防
疫
員
及
び
魚
類
防
疫
協
力
員
）

第
十
三
条

都
道
府
県
知
事
は
、
こ
の
法
律
に
規
定
す
る
養
殖
水
産
動
植
物
の
伝
染
性

第
十
三
条

都
道
府
県
知
事
は
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
、
質
問
及

疾
病
の
予
防
の
事
務
に
従
事
さ
せ
る
た
め
、
そ
の
職
員
の
う
ち
か
ら
、
魚
類
防
疫
員

び
集
取
並
び
に
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
養

を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

殖
水
産
動
植
物
の
伝
染
性
疾
病
の
予
防
に
係
る
も
の
を
行
わ
せ
る
た
め
、
そ
の
職
員

の
う
ち
か
ら
、
魚
類
防
疫
員
を
命
ず
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
事
務
の
区
分
）

（
事
務
の
区
分
）

第
十
五
条
の
二

第
七
条
の
二
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
九
条
の
二
第
二
項

第
十
五
条
の
二

第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
九

で
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治

条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と

法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一

さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条

号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と
す
る
。

第
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十

第
十
八
条

第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
は
、
一
年
以

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
七
条
の
二
第
二
項
又
は
第
八
条
第
一
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者
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第
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

第
十
九
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

す
る
。

一

第
八
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反

一

第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

し
た
者

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）



- 10 -

○

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
一

第
一
号
法
定
受
託
事
務
（
第
二
条
関
係
）

法

律

事

務

法

律

事

務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

持
続
的
養
殖
生
産
確
保

第
七
条
の
二
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
九

持
続
的
養
殖
生
産
確
保

第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
九
条
第
一
項

法
（
平
成
十
一
年
法
律

条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

法
（
平
成
十
一
年
法
律

か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
処
理

第
五
十
一
号
）

）
、
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
九
条
の

第
五
十
一
号
）

す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

二
第
一
項
並
び
に
第
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
都
道

府
県
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）


